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に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

目

次

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
七
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

日
時　

令
和
七
年
三
月
七
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場
所　

�

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号　

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三　

被
聴
聞
者

　

㈠　

商
号　
　
　
　

有
限
会
社
パ
ー
ム

　

㈡　

代
表
者
氏
名　

取
締
役　

定
山　

健
次

　

㈢　

主
た
る
事
務　

世
田
谷
区
太
子
堂
四
丁
目
二
十
八
番
二
号

　
　
　

所
の
所
在
地

　

㈣　

免
許
証
番
号　

東
京
都
知
事
⑸
第
八
三
三
〇
四
号

　

㈤　

免
許
年
月
日　

令
和
六
年
七
月
二
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
西
大
井

六
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

告
　
　
　
示

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
の
公
開

　

の
聴
聞
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…�

一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…�
一

○
東
京
都
港
湾
環
境
整
備
負
担
金
条
例
に
よ
る
負
担
対
象
工

　

事
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…�

二

公
　
　
　
告

○
都
市
計
画
の
案
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…�

三

○
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項

　

の
案
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
開
発
企
画
課
）…�

四

○
都
市
計
画
の
案
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）…�

四

○
東
京
都
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
等
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
労
働
委
員
会
）…�

五

○
公
共
下
水
道
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る
予
定
処
理
区
域
等

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
下
水
道
局
）…�

七

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
百
十
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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◉
東
京
都
告
示
第
百
十
二
号

東
京
都
港
湾
環
境
整
備
負
担
金
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条

例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
負
担
対
象
工
事
の
指

定
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
七
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

起点

<凡例>

形質変更時要届出区域

　<起点> 

　　起点は、品川区西大井六丁目5660番

12の最北端とする。 

　品川区西大井六丁目5660番12

　　　　単位区画

　　　　調査対象地

度9分18秒 

<格子の回転角度　82度9分18秒> 

　　格子の回転角度は、起点を通り、東西方　 

向及び南北方向に引いた線並びにこれらと 

平行して１０ｍ間隔で引いた線により構成さ 

れている格子を、起点を中心として、右回り 

に回転させた角度を示す。 

別図
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公
　
　
　
告

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
用
途
地
域
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
用

途
地
域

　

�

第
二
種
住
居
地

域

追
加
す
る
部
分

　

千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
地
内

　

近
隣
商
業
地
域

追
加
す
る
部
分

　

足
立
区
柳
原
二
丁
目
地
内

　

商
業
地
域

削
除
す
る
部
分

　

千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
地
内

　

準
工
業
地
域

削
除
す
る
部
分

　

足
立
区
柳
原
二
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
千
代
田
区
役
所
及
び

足
立
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

 

漂
流
物
の
除
去
そ

の
他
の
水
面
清
掃

の
た
め
の
工
事

港
湾
環
境
整
備
施

設
（
施
設
の
敷
地

を
含
む
。）
の
維
持

の
工
事

港
湾
環
境
整
備
施

設
（
施
設
の
敷
地

を
含
む
。）
の
建
設

又
は
改
良
の
工
事

工
事
の
種
類

東
京
港
港
湾
区
域

内
水
面
清
掃
工
事

城
南
島
海
浜
公
園

ほ
か
八
公
園
維
持

工
事

新
木
場
公
園
整
備

工
事

暁
ふ
頭
公
園
整
備

工
事

青
海
中
央
ふ
頭
公

園
整
備
工
事

城
南
島
海
浜
公
園

整
備
工
事

工
事
の
名
称

東
京
港
港
湾
区
域

五

港
区
港
南
五
丁
目

品
川
北
ふ
頭
公
園

六

品
川
区
八
潮
二
丁
目

コ
ン
テ
ナ
ふ
頭
公
園

七

江
東
区
青
海
四
丁
目

青
海
中
央
ふ
頭
公
園

八

江
東
区
青
海
三
丁
目
、

江
東
区
青
海
四
丁
目

暁
ふ
頭
公
園

九

江
東
区
新
木
場
二
丁
目

新
木
場
公
園

二

中
央
区
晴
海
五
丁
目

晴
海
ふ
頭
公
園

三

江
東
区
豊
洲
二
丁
目

春
海
橋
公
園

四

港
区
海
岸
三
丁
目

芝
浦
南
ふ
頭
公
園

一

大
田
区
城
南
島
四
丁
目
、

大
田
区
城
南
島
五
丁
目

城
南
島
海
浜
公
園

四

江
東
区
新
木
場
二
丁
目

三

江
東
区
青
海
三
丁
目
、

江
東
区
青
海
四
丁
目

二

江
東
区
青
海
四
丁
目

一

大
田
区
城
南
島
四
丁
目
、

大
田
区
城
南
島
五
丁
目

工
事
の
実
施
さ
れ
た
場
所

同
日

同
日

令
和
六
年

三
月
三
十
一
日

工
事
の
完

了
し
た
日

二
四
〇
、
四
五
八
、
七
七
九
円

一
一
四
、
一
〇
四
、
九
二
〇
円

四
六
、
二
九
六
、
七
九
七
円

工
事
に
要
し
た
費
用

東
京
港
港

湾
区
域
及

び
東
京
港

臨
港
地
区

同
右

東
京
港
臨

港
地
区

負
担
区
域

五
分
の
一

二
分
の
一

四
分
の
一

八
分
の
一

四
分
の
一

十
六
分
の

一 工
事
費
に

対
す
る
負

担
の
割
合

一
五
、
五
五
五
、
三
七
〇
平
方

メ
ー
ト
ル

七
、
四
三
〇
、
九
二
三
平
方
メ

ー
ト
ル

八
、
一
五
九
、
一
八
〇
平
方
メ

ー
ト
ル

当
該
工
事
に
係
る
負
担
区
域

内
に
あ
る
工
場
又
は
事
業
場

の
敷
地
等
の
合
計
面
積
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東
京
都
市
計
画
道

路
　

�

都
市
高
速
道
路

第
一
号
線

追
加
す
る
部
分

　

�

大
田
区
大
森
南
四
丁
目
、
大
森
南
五
丁

目
、
昭
和
島
一
丁
目
、
昭
和
島
二
丁
目
、

羽
田
空
港
一
丁
目
及
び
東
糀
谷
六
丁
目

各
地
内

削
除
す
る
部
分

　

大
田
区
羽
田
空
港
一
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
大
田
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
　

�

都
市
高
速
道
路

第
一
号
線

追
加
す
る
部
分

　

�

中
央
区
銀
座
三
丁
目
、
銀
座
四
丁
目
及

び
築
地
一
丁
目
各
地
内

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
七
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
丸
の
内
仲
通
り

南
周
辺
地
区
）

追
加
す
る
部
分

　

�

千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
、
丸
の
内
三

丁
目
及
び
有
楽
町
一
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
千
代
田
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
地
区
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

　

�

千
住
大
川
端
地

区
地
区
計
画

変
更
す
る
部
分

　

�

足
立
区
千
住
関
屋
町
及
び
千
住
曙
町
各

地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
足
立
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。
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�

西
久
保
二
丁
目
、
関
前
一
丁
目
、
関
前

二
丁
目
、
関
前
四
丁
目
及
び
関
前
五
丁

目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
武
蔵
野
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

東
京
都
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
等

に
つ
い
て

労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

（昭
和
21年

勅
令
第
478号

）第
４
条

の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名、

閲
歴
等
を
下
記
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
７
年
２
月
19日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
労
働
委
員
会

会
長　
團　

藤　
丈　

士

削
除
す
る
部
分

　

中
央
区
銀
座
三
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
中
央
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
武

蔵
野
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す

る
。な

お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

武
蔵
野
都
市
計
画

道
路

　

�

三
・
四
・
三
号

高
井
戸
小
平
線

削
除
す
る
部
分

　

�

武
蔵
野
市
西
久
保
一
丁
目
及
び
西
久
保

二
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

　

�

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
南
町
一
丁
目
、
吉
祥

寺
南
町
二
丁
目
、
吉
祥
寺
南
町
三
丁
目
、

吉
祥
寺
南
町
四
丁
目
、
御
殿
山
一
丁
目
、

吉
祥
寺
本
町
二
丁
目
、
吉
祥
寺
本
町
三

丁
目
、
中
町
二
丁
目
、
西
久
保
一
丁
目
、
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令
和
7
年
1
月
1
4
日
現
在

氏
　
名

現
　
職
・
経
　
歴

委
嘱
年
月
日

朝
香

あ
さ

か

博 ひ
ろ

し
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

㈱
東
商
サ
ポ
ー
ト
＆
サ
ー
ビ
ス
顧
問

令
和
5
年
1
2
月
5
日

石
川

い
し

か
わ

直 す
な

お
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

㈱
資
生
堂
社
友

令
和
5
年
1
2
月
5
日

石
川

い
し

か
わ

純
彦

す
み

ひ
こ

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

（
一
社
）
東
京
経
営
者
協
会
参
与

平
成
2
9
年
1
2
月
5
日

石
田

い
し

だ

拓 た
く

東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
統
括
課
長
代
理

（
調
整
担
当
）

令
和
4
年
4
月
5
日

石
橋

い
し

ば
し

健
樹

け
ん

じ
ゅ

東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
課
長
代
理

（
調
整
担
当
）

令
和
6
年
4
月
2
日

石
橋

い
し

ば
し

房
子

ふ
さ

こ
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
長

令
和
6
年
4
月
2
日

岩
下

い
わ

し
た

秀
市

し
ゅ

う
い

ち
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

明
治
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱
顧
問

令
和
元
年
1
2
月
2
日

岩
本

い
わ

も
と

浪
砂

な
ぎ

さ
東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
多
摩
事
務
所
長

令
和
6
年
4
月
2
日

内
田

う
ち

だ

知
子

と
も

こ
東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
長

令
和
5
年
4
月
4
日

浦
野

う
ら

の

英
子

ふ
さ

こ
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

東
京
都
電
力
総
連
特
別
執
行
委
員

令
和
5
年
1
2
月
5
日

太
田

お
お

た

治
夫

は
る

お
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士
（
東
京
弁
護
士
会
）

令
和
3
年
1
2
月
2
日

垣
内

か
き

う
ち

秀
介

し
ゅ

う
す

け
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授

令
和
3
年
3
月
2
日

笠
木

か
さ

ぎ

映
里

え
り

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授

令
和
6
年
1
2
月
3
日

梶
原

か
じ

わ
ら

道
代

み
ち

よ
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
課
長
代
理

（
調
整
担
当
）

令
和
5
年
4
月
4
日

金
井

か
な

い

有
紀
子

ゆ
き

こ
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
法
務
担
当
課
長

令
和
5
年
1
0
月
3
日

川
上

か
わ

か
み

晴
司

せ
い

じ
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

Ｊ
Ａ
Ｍ
東
京
千
葉
参
与

平
成
3
0
年
6
月
5
日

神
吉

か
ん

き

知
郁
子

ち
か

こ
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授

令
和
5
年
1
2
月
5
日

北
井

き
た

い

久
美
子

く
み

こ
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）

令
和
3
年
1
2
月
2
日

木
寺

き
で

ら

昌
彦

ま
さ

ひ
こ

東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
亀
戸
事
務
所
長

令
和
6
年
4
月
2
日

久
保

く
ぼ

潤
一
郎

じ
ゅ

ん
い

ち
ろ

う
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

連
合
東
京
労
働
局
・
局
長

平
成
2
9
年
1
2
月
5
日

熊
田

く
ま

た

京
子

き
ょ

う
こ

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

東
日
本
電
信
電
話
㈱
社
友

令
和
元
年
1
2
月
2
日

倉
橋

く
ら

は
し

幸
則

ゆ
き

の
り

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
㈱
社
友

令
和
3
年
1
2
月
2
日

黒
羽

く
ろ

ば
ね

二
朗

じ
ろ

う
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｐ
Ａ
Ｎ
エ
ッ
ジ
㈱
顧
問

令
和
元
年
1
2
月
2
日

齊
藤

さ
い

と
う

好
行

よ
し

ゆ
き

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

情
報
労
連
東
京
都
協
議
会
特
別
幹
事

令
和
元
年
1
2
月
2
日

佐
野

さ
の

通
則

み
ち

の
り

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

東
京
都
中
小
企
業
組
合
士
協
会
理
事

令
和
3
年
1
2
月
2
日

杉
田

す
ぎ

た

裕
志

ひ
ろ

し
東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長

令
和
5
年
4
月
4
日

髙
田

た
か

た

淳
彦

あ
つ

ひ
こ

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

鹿
島
建
設
㈱
社
友

令
和
5
年
1
0
月
1
7
日

多
賀
谷

た
が

や

勝 ま
さ

る
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

東
京
都
中
小
企
業
組
合
士
協
会
理
事

令
和
5
年
1
2
月
5
日

田
中

た
な

か

啓
介

け
い

す
け

東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
労
働
環
境
課
長

令
和
5
年
4
月
4
日

田
中

た
な

か

弘 ひ
ろ尚 ひ

さ
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

日
本
出
版
労
働
組
合
連
合
会
副
委
員
長

令
和
3
年
1
2
月
2
日

令
和
7
年
1
月
1
4
日
現
在

氏
　
名

現
　
職
・
経
　
歴

委
嘱
年
月
日

種
村

た
ね

む
ら

和
夫

か
ず

お
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
統
括
課
長
代
理

（
調
整
担
当
）

令
和
5
年
4
月
4
日

田
村

た
む

ら

達
久

た
つ

ひ
さ

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

早
稲
田
大
学
法
学
学
術
院
教
授

令
和
元
年
1
2
月
2
日

團
藤

だ
ん

ど
う

丈
士

じ
ょ

う
じ

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

元
名
古
屋
高
等
裁
判
所
長
官

令
和
5
年
1
2
月
5
日

丹
野

た
ん

の

明
子

あ
き

こ
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
課
長
代
理

（
調
整
担
当
）

令
和
2
年
4
月
7
日

土
屋

つ
ち

や

亮 り
ょ

う
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

運
輸
労
連
東
京
執
行
委
員
長

令
和
5
年
1
2
月
5
日

富
永

と
み

な
が

晃
一

こ
う

い
ち

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

上
智
大
学
法
学
部
教
授

令
和
3
年
1
2
月
2
日

二
木

に
き

栄
一

え
い

い
ち

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

自
動
車
総
連
東
京
地
方
協
議
会
議
長

令
和
5
年
1
2
月
5
日

西
村

に
し

む
ら

美
香

み
か

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

成
蹊
大
学
法
学
部
教
授

令
和
3
年
1
2
月
2
日

野
口

の
ぐ

ち

明 あ
き

ら
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
法
務
担
当
課
長

令
和
4
年
4
月
5
日

萩
原

は
ぎ

わ
ら

幸
太
郎

こ
う

た
ろ

う
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
調
整
担
当
課
長

令
和
4
年
4
月
5
日

日
野

ひ
の

麻
美

あ
さ

み
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

自
治
労
東
京
都
本
部
特
別
中
央
執
行
委
員

令
和
5
年
1
2
月
5
日

福
島

ふ
く

し
ま

か
な
え

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）

令
和
5
年
1
2
月
5
日

福
田

ふ
く

だ

孝
由

た
か

よ
し

東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
総
務
課
長

令
和
6
年
4
月
2
日

外
囿

ほ
か

ぞ
の

幸
二

こ
う

じ
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

電
機
連
合
東
京
地
方
協
議
会
特
別
常
任
幹
事

令
和
元
年
1
2
月
2
日

堀
越

ほ
り

こ
し

弥
栄
子

や
え

こ
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
長

令
和
6
年
4
月
2
日

町
田

ま
ち

だ

𠮷𠮷
宏

よ
し

ひ
ろ

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
東
京
都
支
部
参
与

令
和
5
年
1
2
月
5
日

松
井

ま
つ

い

る
な
子 こ

東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
青
山
事
務
所
長

令
和
6
年
9
月
3
日

松
田

ま
つ

だ

二
郎

じ
ろ

う
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

東
京
都
中
小
企
業
団
体
中
央
会
副
会
長

令
和
元
年
1
2
月
2
日

水
町

み
ず

ま
ち

勇
一
郎

ゆ
う

い
ち

ろ
う

東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

早
稲
田
大
学
法
学
学
術
院
教
授

平
成
2
3
年
1
月
2
5
日

宮
下

み
や

し
た

惠
子

け
い

こ
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

全
日
本
空
輸
㈱
社
友

平
成
2
9
年
1
2
月
5
日

宮
地

み
や

ち

明
子

あ
き

こ
東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
池
袋
事
務
所
長

令
和
6
年
4
月
2
日

村
上

む
ら

か
み

英
一

え
い

い
ち

東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
法
務
専
門
課
長

平
成
2
7
年
4
月
7
日

森 も
り

治
美

は
る

み
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

全
労
連
・
全
国
一
般
労
働
組
合
東
京
地
方
本
部
副
委
員
長

平
成
2
7
年
1
2
月
4
日

森 も
り

円
香

ま
ど

か
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）

令
和
5
年
1
2
月
5
日

安
田

や
す

だ

潔 き
よ

し
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

東
京
交
通
労
働
組
合
顧
問

令
和
3
年
1
2
月
2
日

山
本

や
ま

も
と

あ
ず
み

東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
連
絡
調
整
担
当
課
長

令
和
6
年
4
月
2
日

横
森

よ
こ

も
り

直
樹

な
お

き
東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
大
崎
事
務
所
長

令
和
6
年
4
月
2
日

横
山

よ
こ

や
ま

陽
子

よ
う

こ
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
東
京
都
支
部
参
与

令
和
3
年
1
2
月
2
日

渡
邉

わ
た

な
べ

敦
子

あ
つ

こ
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士
（
東
京
弁
護
士
会
）

令
和
3
年
1
2
月
2
日

和
田

わ
だ

慶 よ
し宏 ひ

ろ
東
京
都
労
働
委
員
会
委
員

旭
化
成
㈱
社
友

令
和
3
年
1
2
月
2
日
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各
地
内

三　

工
事
の
着
手
年
月
日
及
び
完
成
予
定
年
月
日

着
手
年
月
日　

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日

完
成
予
定
年
月
日　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

四　

意
見
の
申
出
先

東
京
都
下
水
道
局
計
画
調
整
部
事
業
調
整
課
（
東
京
都
庁
第
二

本
庁
舎
二
十
八
階
）

電
話
番
号　

〇
三
（
五
三
二
〇
）
六
五
九
七

江
東
区

東
雲
二
丁
目
、
新
砂
一
丁
目
、
新
砂
二
丁
目
、
新

砂
三
丁
目
及
び
辰
巳
一
丁
目
各
地
先
並
び
に
新
砂

三
丁
目
地
内

目
黒
区

上
目
黒
一
丁
目
、
上
目
黒
三
丁
目
、
上
目
黒
四
丁

目
、
上
目
黒
五
丁
目
、
五
本
木
一
丁
目
及
び
中
目

黒
二
丁
目
各
地
先

大
田
区

大
森
南
四
丁
目
、
大
森
南
五
丁
目
、
昭
和
島
二
丁

目
及
び
城
南
島
五
丁
目
各
地
内

世
田
谷
区

上
馬
二
丁
目
、
上
馬
四
丁
目
、
上
馬
五
丁
目
、
駒

沢
二
丁
目
、
桜
新
町
二
丁
目
、
三
軒
茶
屋
一
丁
目
、

三
軒
茶
屋
二
丁
目
、
下
馬
一
丁
目
、
下
馬
二
丁
目
、

下
馬
三
丁
目
、
下
馬
四
丁
目
、
下
馬
五
丁
目
、
瀬

田
四
丁
目
、
弦
巻
一
丁
目
、
弦
巻
二
丁
目
、
弦
巻

三
丁
目
、
弦
巻
四
丁
目
及
び
弦
巻
五
丁
目
各
地
先

渋
谷
区

宇
田
川
町
、
神
宮
前
六
丁
目
、
神
南
一
丁
目
、
神

南
二
丁
目
、
富
ヶ
谷
一
丁
目
、
広
尾
五
丁
目
、

代
々
木
四
丁
目
、
代
々
木
五
丁
目
及
び
代
々
木
神

園
町
各
地
先

杉
並
区

天
沼
一
丁
目
地
先

豊
島
区

池
袋
本
町
三
丁
目
、
池
袋
本
町
四
丁
目
、
千
早
四

丁
目
及
び
長
崎
六
丁
目
各
地
先

北
区

赤
羽
台
一
丁
目
、
赤
羽
西
一
丁
目
、
王
子
一
丁
目
、

栄
町
、
十
条
台
二
丁
目
、
滝
野
川
三
丁
目
、
滝
野

川
五
丁
目
及
び
西
ケ
原
二
丁
目
各
地
先

荒
川
区

東
尾
久
七
丁
目
及
び
東
尾
久
八
丁
目
各
地
内

板
橋
区

大
山
金
井
町
地
先

練
馬
区

大
泉
学
園
町
一
丁
目
、
大
泉
学
園
町
四
丁
目
、
大

泉
町
二
丁
目
、
大
泉
町
三
丁
目
、
大
泉
町
四
丁
目
、

大
泉
町
五
丁
目
、
大
泉
町
六
丁
目
及
び
東
大
泉
三

丁
目
各
地
先

足
立
区

千
住
旭
町
、
千
住
東
二
丁
目
及
び
柳
原
一
丁
目
各

地
先

葛
飾
区

青
戸
七
丁
目
地
先

江
戸
川
区

平
井
二
丁
目
、
平
井
三
丁
目
及
び
平
井
四
丁
目
各

地
先
並
び
に
臨
海
町
一
丁
目
及
び
臨
海
町
六
丁
目

公
共
下
水
道
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る
予
定
処
理
区

域
等
に
つ
い
て

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
共
下
水
道

事
業
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年

政
令
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
に
係
る
予
定

処
理
区
域
等
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
は
、
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
東
京

都
下
水
道
局
長
に
対
し
て
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
二
月
十
九
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

一　

事
業
計
画
の
名
称　

東
京
都
公
共
下
水
道

二　

事
業
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
予
定
処
理
区
域

千
代
田
区

一
番
町
、
霞
が
関
一
丁
目
、
霞
が
関
二
丁
目
、
霞

が
関
三
丁
目
、
麴
町
一
丁
目
、
千
代
田
、
永
田
町

一
丁
目
及
び
隼
町
各
地
先

中
央
区

佃
二
丁
目
及
び
佃
三
丁
目
各
地
先
並
び
に
佃
三
丁

目
地
内

港
区

芝
二
丁
目
、
芝
三
丁
目
、
芝
五
丁
目
、
芝
公
園
二

丁
目
、
芝
公
園
四
丁
目
、
芝
大
門
二
丁
目
、
白
金

一
丁
目
、
白
金
三
丁
目
、
白
金
五
丁
目
、
浜
松
町

一
丁
目
、
浜
松
町
二
丁
目
、
東
新
橋
二
丁
目
、
三

田
二
丁
目
、
三
田
五
丁
目
、
南
麻
布
二
丁
目
、
南

麻
布
四
丁
目
、
元
赤
坂
一
丁
目
及
び
元
赤
坂
二
丁

目
各
地
先

新
宿
区

榎
町
及
び
南
元
町
各
地
先

文
京
区

西
片
一
丁
目
地
先

墨
田
区

吾
妻
橋
三
丁
目
、
菊
川
二
丁
目
、
菊
川
三
丁
目
、

江
東
橋
五
丁
目
、
向
島
三
丁
目
及
び
向
島
四
丁
目

各
地
先
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